
議第５号 

 

 

 

岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

  岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

    令和３年３月２２日提出 

 

 

                 岐阜県教育委員会 

 

                                  教 育 長   安 福  正 寿 

 

 

 

 

（提案理由） 

  教育委員会事務局の組織再編に伴い、所要の規定整理を行うため。 



 

＜関連法令＞ 

 

○教育長に対する権限の委任等に関する規則 

 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員

会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に属する事務の委任及び

補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県教育委員会規則第十五号。以下

「委任等規則」という。）の規定により知事の補助機関である職員に委任し、

又は補助執行させる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任

する。 

 一から十まで  略 

 十一 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関

すること。 

 十二から二十まで  略 

２  略 

 

 



岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の概要 

 

 

１ 改正の前提となる事実 

   組織改正に伴い所要の改正を行うもの。 

 

２ 施行日 

   令和３年４月１日 

 

３ 改正の内容 

  ○教育総務課 

   課内にＩＣＴを活用した教育を推進するための事務を分掌する「ＩＣＴ

教育推進室」を設置（第３条、第３条の２） 

  ○教育管理課 

   管理指導監の担任事務の追加（第８条の４の２） 

  ○教育財務課 

   「情報基盤管理係」を教育総務課ＩＣＴ教育推進室の「情報基盤係」へ

移管（第２条、第３条） 

  ○教職員課 

   「高等学校係」を「高等学校・特別支援学校係」へ名称変更（第２条） 

  ○教育研修課 

   「情報研修係」を教育総務課ＩＣＴ教育推進室の「研修係」へ移管（第

２条、第３条） 

  ○学校安全課 

   各地域に設置している「地域担当指導主事」の総括やいじめなど重大事

案発生時の岐阜・西濃地区における初動対応にあたるため、「生徒指導係」

を分割し、「地域支援係」を設置する（第２条） 

 



岐 阜 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

 

  令 和 三 年 月 日 

 

                       岐 阜 県 教 育 委 員 会 

                          教 育 長 安 福 正 寿 

 

岐 阜 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 

 

岐 阜 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 

 岐 阜 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 八 年 岐 阜 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 の 表 教 育 財 務 課 の 項 中 「 、 情 報 基 盤 管 理 係 」 を 削 り 、 同 表 教 職 員 課 の 項 中 「 管

理 調 整 係 」 の 下 に 「 、 免 許 係 」 を 加 え 、 「 高 等 学 校 係 」 を 「 高 等 学 校 ・ 特 別 支 援 学 校 係 」

に 改 め 、 「 、 免 許 係 」 を 削 り 、 同 表 教 育 研 修 課 の 項 中 「 、 情 報 研 修 係 」 を 削 り 、 同 表 学 校

安 全 課 の 項 中 「 生 徒 指 導 係 」 の 下 に 「 、 地 域 支 援 係 」 を 加 え る 。 

第 三 条 の 表 教 育 総 務 課 の 項 中 第 二 十 一 号 を 第 二 十 四 号 と し 、 第 二 十 号 の 次 に 次 の 三 号

を 加 え る 。 

二 十 一 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 教 育 に 関 す る 企 画 立 案 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。 

二 十 二 教 育 に 関 す る 情 報 基 盤 の 管 理 に 関 す る こ と 。 

二 十 三 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 教 育 に 係 る 研 修 に 関 す る こ と 。 

第 三 条 の 表 教 育 財 務 課 の 項 第 七 号 を 削 り 、 同 表 教 育 研 修 課 の 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三

号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 三 号 と し 、 第 六 号 を 第 四 号 と す る 。 

第 三 条 の 二 第 一 項 の 表 教 育 総 務 課 の 項 中 

「                                      

                                       

                                     」 

「   

 

 

 

」      

改 め 、 同 条 第 二 項 の 表 教 育 対 策 調 整 室 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

 

 

 

教 育 対 策 調 整 室 教 育 対 策 調 整 係 

Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 室 前 条 の 表 教 育 総 務 課 の 項 第 二 十 一 号 か ら 第 二 十 三 号 ま で に 掲

げ る 事 務 

教 育 対 策 調 整 室 教 育 対 策 調 整 係 

Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 室 Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 企 画 係 、 情 報 基 盤 係 、 研 修 係 

を 

に 



第 六 条 の 二 第 一 項 中 「 本 庁 の 」 の 下 に 「 必 要 と 認 め る 」 を 加 え る 。 
第 八 条 の 四 の 二 第 二 項 中 「 及 び 地 域 管 理 監 」 を 削 り 、 「 処 理 す る 」 の 下 に 「 ほ か 、 課 長

を 補 佐 し 、 課 の 予 算 、 人 事 そ の 他 の 内 部 管 理 事 務 を 掌 理 す る 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項

を 加 え る 。 

３ 地 域 管 理 監 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 そ の 担 任 事 務 を 処 理 す る 。 

附 則 

 こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
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